
 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務省消防庁消防団協力事業所表示証の伝達式について 

 消防団活動に積極的に貢献している市町村等協力事業所等のうち、特に顕著な功

績が認められる事業所が消防庁協力事業所として認定され、本市事業所に協力事業

所表示証が交付されておりますので、下記の通り表示証の伝達を行います。 

この表示証の伝達により、消防団はもとより地域の消防防災力の充実強化等の一

層の推進を図るものです。 

報道機関の皆様におかれましては、ぜひ、取材していただきますようお願いいた

します。 

 

記 

【表示証伝達式】 

 １．日  時  平成 31 年 3 月 3 日（日）午前 7時 50 分～午前 8時 00 分 

２．場  所  市役所市民交流ホール 

３．伝達事業所  協業組合富谷環境 ※市内初 

４．出 席 者  市長 

          消防団員約 40 名 

 ５．そ の 他  伝達式終了後に引き続き、春の火災予防運動開始式を行い、 

各戸訪問予防広報や消防車両による巡回広報等の火災予防啓 

発活動を実施します。 

※火災予防運動期間（3月 1日～3月 7日） 

 

 
 
 

富谷市記者会見資料② 

平成３１年２月２７日 

総務部 防災安全課 

担 当：菅原 

連絡先：３５８－３１８０ 

「住みたくなるまち日本一」を目指して  


